
経営の意思決定、業務執行及び監査に係る体制

選任･解任 選任･解任

　 取締役（8名） 監査役（3名）
　 うち社外取締役（2名） うち社外監査役（2名）

（うち非常勤１名）
業務監査

選任･解任、監督

代表取締役 監査法人
日常業務の意思決定 会計監査
業務の執行

業務担当取締役　部門管理 内部監査室

（監査役も取締役会に出席）

株主総会（最高意思決定機関）

監査役会（取締役の業務執行を監査）取締役会（業務の意思決定）


